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資料１



事案
内容

当協会が、事業者に対し、事業者がイン
ターネットによる通信販売において使用し
ている「ご利用規約」及び「ご利用ガイド」
の各条項について、消費者契約法第８
条第１項第1号及び第3号、第8条の２
並びに第10条に規定する消費者契約の
条項に該当し無効であるとして、本件条
項の削除又は修正を求めた事案である。
【（独法）国民生活センター紛争解決委員会に和解の
仲介を申請】

結果 当協会と事業者との間で和解条項（ご
利用規約の改訂）のとおり和解が成立。

出典：消費者庁HP「COCoLis（消費者団体訴訟制度）ポータルサイト」から要約抜粋

事案
内容

当協会が、事業者に対し、同社が訪問
販売によって締結する契約に使用する契
約約款の一部条項について、特定商取
引法第10条第1項第4号及び消費者契
約法第9条第1項第1号より無効であると
して、本件条項の該当部分の使用停止
又は修正を求めた事案である。

結果
当協会は事業者に申入れを行い、事業
者により申入れの趣旨に沿う対応がなさ
れたため、申入れを終了したもの。
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適格消費者団体の活動とは
• 不特定かつ多数の消費者の利益を擁護することが目
的です。消費者の誤解や被害の未然防止を図ること
と同時に、事業者にとっては業務改善となっています。

• 多くは、申し入れ後の話し合いで解決しており、濫訴
となることは想定できません。

• 適格消費者団体の活動をしている弁護士等は、無
報酬、少額の報酬での活動となっており、適格消費
者団体である本協会においても金銭的利益は全くな
く、収入目的ではありません。
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